
件 名

種

工事場所
(工事案件のみ)

資源化業務に係る古紙・びん・缶等の売却 a0月分)

特命随意契約理由書

類
工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品・委託、モ三匝二了ンそ却)

概 要

選定理由

区内で回収された資源物を売却できるよう処理をした後、再生資源
として資源化ルートに乗せるものである。

(1)資源回収・資源化業務の受託業者であり、同一業者が本業務を実
施するととにより、効率的に資源化ルートに乗せることができる。
(2)清掃事業が東京都から千代田区に移管される平成12年度以前か
ら資源回収をしているという実績もあり、平成12年3月27日に
は「長年にわたり培ったお互いのパートナーシップに基づき、今後
ともごみ減量・りサイクル事業推進について、必要に応じ協議する
ものとする」とした協定書を交わしている。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

y方

契約の相手方

※契約年月日

ノ

※契約金額

千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約期間

千代田区りサイクル事業協同組合

東京都千代田区飯田橋2-12-1

担当課

7年/P 月 /ロ令和

根拠規程

0

令和7年10月1日~令和7年10月3 1日

之,6D7,3S'0 円(消費税を含む)※収入予定額(単価契約)

この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公
表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。
※印を示した項目については、契約課で記入します。0

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

生活保護システム端末更改業務

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品委託、その他

概 要 千代田区で使用している生活保護システムの端末リース期間が令

和7年12月に終了する。

また現端末は Windowsl0が搭載されているが、 windowsl0のサ

ポートが終了するため、新たにWindowS11,が搭載された端末をりー
J

スすることが必要である。従って新た1戸リースする機器類に必要な設

定を行い、データの移行を行う。

選定理由 当該生活保護システムは平成22年10月にパッケージ使用権を取得

しているため、今後もりース料金等の負担なく使用することができ

る。

本システムの運用は下記の事業者が行っており、今回の作業はシス

テムの特許権、著作権その他の排他的権利を有する事業者に,しかでき

ないものである。 ,

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

■ヲξ、

J

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額
ノ

称

一

契約期間

株式会社日立システムズ ,

、

東京都品川区大崎1-2-1所

担当課

7年ル月令不口 10

円(消費税を含む)

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和7年12月31日まで

保健福祉部生活支援課

6,4_G P , PP P

地方自怡法施行令第167条の2第1項第2号

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区ハザードマップのデータ修正及び冊子の印刷

特命随意契約理由書

概

工 事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物

要

物品・委託その他

選定理由

令和7年3月に区が作成した千代田区ハザードマップ冊子につい

て、冊子の在庫が少なくなって来たため、一部内容を修正した上で(士

砂災害特別警戒区域の解除等)印刷する。

契約の相手方

本冊子は、令和7年3月に作成した下記事業者が版の所有権を有し

ている。そのため、他の業者では修正及び印刷が不可能なため、下記

業者を契約の相手方として指名する。

※契約年月日

ユ

※契約金額

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

契約期間

円(消費税を含む)

国士地図株式会社

東京都新宿区西落合2-1 2 -4

担当課

7年/b 月 IS一日令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

契約締結日の翌日から令和7年11月28日まで

政策経営部災害対策・危機管理課

Sクク,S・"0

品

名
住
称
所



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

車高センサー保守点検業務(第339号)

特命随意契約理由書

工

概

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物
口
ロロ

要

選定理由

物品・委託その他

本件は、千代田区神田相生町にある明神坂ガードを通過する車両に

車高制限を注意するための車高計、超音波式車両感知器、車高警告表

示板の正常な運用を確保するため点検、清掃、補修を行うものである。

本件の設備は、平成17年度に施行された秋葉原駅付近地区士地区

画整理事業において、小糸工業株式会社が設計施工し、ミナモト通信

株式会社が保守部品の調達及び各機器の点検を行っているものであ

る。

本件は、保守業務契約の履行者に履行させることにより、工期の短縮、経

費の節減が確保できる等有利と認められ、また、既設機器と密接不可分の

関係にあり、保守点検業者以外の者に施工させた場合、故障発生時の原

因究明・故障修理などの対処が困難になるなど、当該設備の使用に著しい

支障が生ずるおそれがある。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方として指定する。

/ゞ

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

所在地

契約期間

ミナモト通信株式会社関東支社

東京都江戸川区小松川三丁目3番3号

担当課

フロ令和 7年ル月

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年1月30日まで

環境まちづくり部道路公園課

ク 0 y,ク00

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

円(消費税を含む)



件

種

名

類

工事場所

いきいきプラザー番町3・4 ・5・6階系統外調機部分改修工事

特命随意契約理由書

概

工事:土木・建設(匝面)設計、測量、地質調査・その他工事

物品:物品・委託、その他

要

選定理由

千代田区一番町12

本工事は、いきいきプラザー番町3・4・5・6階系統の既設外調機にっい

て、経年劣化による故障の発生を未然に防止するため、当該機器内部の

水コイル、加湿器及びドレンパン等の部分改修を行うものである。

本工事において部分改修の対象となる既設外調機は、当該施設用

に、製造業者が専用に設計・製造した設備機器である。本工事では、

当該機器内部の水ニイル、加湿器及びドレンパン等の部分改修を行

つ。

当該機器は、改修部分と既存部分とが一体性を成し、密接な関連の

もとに機能する設備機器であるため、当該機器の構造・機能を十分に

把握したものが施工を行う必要がある。当該機器の製造業者以外に本

工事の施工を行わせた場合、当該機器の機能に著しい支障をきたす恐

れがあり、本工事の施工中に、万が一故障が発生した場合の原因究

明・故障修理などの対応についても困難となる。

下記業者は、当該機器の製造業者であることから、当該機器の構

造・機能を十分に把握しており、当該機器の内部を適切に改修するこ

とができる唯・ー"'業者である。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

q5タ

契約の相手方

※契約年月日

円(消費税を含む)※契約金額

契約期間

担当課

パナソニック環境エンジニアリング株式会社東日本支店

東京都港区浜松町一丁目18番16号住友浜松町ビル3階

令矛口 7年 m 月/6日

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてぃ

ます。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。
1

契約締結日の翌日力_、ら令和7年12月12日まで

政策経営部施設経営課

/672qooo

称
所

名
住



件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

防災行政無線設置業務(麹町弘済ビルディング)

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

選定理由

物品

要

物品・委託、その他

麹町弘済ビルディングの竣工に伴い、防災行政無線を設置する

防災行政無線機器類は、ハード、ソフト.の総合的な運用管理が前

提となる。本件の機器は、既存の防災無線システムと密接不可分の関

係にあり、当該システム及び機器の納入者以外に設置させると、既存

の防災無線の運用に著しく支障が生じる恐れがある。

以上の理由により、防災行政無線の納入業者である下記業者を契約の

相手方として指定する。

契約の相手方

光9

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

田中電気株式会社

千代田区外神田1

担当課

令和ケ年m月/ケロ

根拠規程

0 と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

2,450,899 リ(消費税を含t,)
契約締結日の翌日から令和8年3月31日

政策経営部災害対策・危機管理課

/

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

15-13



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

四番町図書館資料(倉庫保管分) 1Cタグ貼付・エンコード業務

特命随意契約理由書

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、物品{玉一りその他

要
千代田区立四番町図書館の資料(倉庫保管分)について、

の貼付及びエンコード作業を行う。

選定理由

四番町図書館資料の一部は、現在、「四番町図書館資料の保管業

務」を受託している事業者(保管事業者)が所有する倉庫にて保管

されている。当該作業は倉庫から搬出して行い、作業後再度倉庫に

戻すこととなるが、資料の汚破損及び紛失のりスクがあるため、保

管事業者の指定する場所で行うこととなる。保管事業者は指定場所

での作業を下記事業者以外に認めておらず、かつ区の財産である図

書資料を適切に扱うことができるのは下記事業者のみである。

以上のことから、当該事業者を契約相手先に選定する。

契約の相手方

※契約年月日

q30

※契約金額

契約期間

円(消費税を含む)

担当課

令和 7年

株式会社日本ブッカー

東京都調布市深大寺北町2-43-6

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含ま

れています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで

I Cタグ

m 月 g

而

地域振興部文化振興課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

号557子'、qク

日

名
住
称
所











件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

千代田区立スポーツセンター車いす用昇降機部品交換業務

類

特命随意契約理由書

工事

概

物

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匿西、その他品

要

千代田区立スポーツセンターの車いす用昇降機は経年劣化により操作

盤や充電ポイントに不具合が発生し、正常に操作できなくなっているた

め、該当部品の交換作業を行う。

選定理由

当該車いす用昇降機は広洋産業株式会社によって製造され、千代田区

立スポーツセンターに設置した機器である。このため、機器本体の修理

や部分的な改修に際して必要となる部品は、メーカー特有の部品であり、

他のメーカーの製品では互換陛がない。また、交換作業等は機器の関連

技術書類に基づき実施の上、取付ける必要がある。下記業者は、当該車

いす用昇降機の製造業者であり、関連する技術詠頁も保有しているため、

本交換作業を行うことができる唯一の業者である。

以上の理由から、下記業者を契約の相手方に指定する。

q 8る"、

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

円(消費税を含む)

契約期間

広洋産業株式会社

東京都豊島区南大塚3-30-3大塚トーセイビルⅢ2階

担当課

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に対

応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

令和▽年10月30日

根拠規程

契約締結日の翌日から令和7年12月5日まで

地域振興部生涯学習・スポーツ課

1,0/2P0ク

名
住
称
所
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